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★ 経営 
① 平成19年度物流効率化セミナー 
ガソリンの値上がり等厳しい環境に曝される

物流業界。中小企業の物流コストの削減は益々

重要性を増してきています。加えて、近年叫ば

れる環境に対する配慮も無視できなくなってい

ます。本セミナーでは、共同物流による効率化

の事例紹介や環境負荷への物流分野での取り組

みをテーマとした講演を通して中小物流・流通

業務の効率化等に資するノウハウを解説しま

す。 日時：08年 2月 5日（火）13：30～ 場
所：大田区産業プラザ（蒲田駅下車） 無料 
★人・もの・カネ 
① 軽自動車税について 
軽自動車税は、地方税法に基づき市区町村が

各々条例で定めている税で、毎年 4月 1日現在
その市区町村内に定置場がある軽自動車・一定

のオートバイ等の所有者に対して課せられま

す。月割りはありません。軽自動車等の譲渡・

廃車や住所変更があったときは、納税通知書に

支障をきたす恐れがあるため、市区町村への届

出を早めにする必要があります。届出には、異

動事由により各種証明書、印鑑、ナンバープレ

ート等が必要になります。なお、税率や納付期

限も条例によるので市区町村によって異なりま

す。 

 

                    税務・会計 
 研究開発費の意義 
新製品・サービスや新しい生産方法の計画・

計、新しい知識の発見、既存の製品等の著し

改良などに直接支出した費用は、「研究開発

」として当期の費用として処理します。当期

費用とすることで、企業間での収益性や成長

の比較が可能になるとともに、企業の活動が

額的に表現されることになります。「当期の

用」とは、一般管理費に限られ、経常利益よ

下には載せられません。また、当期製造費用

算入することも出来ますが、大部分が仕掛品

なると意味がありません。一般管理費・当期

造費用に計上した研究開発費は損益計算書へ

注記が必要です。 

試験研究費に係る法人税額の特別控除
財務省発表の今年度税制改正案概要による

、国際競争力強化の観点から、措置法の試験

究費に係る特別控除制度が改正される見通し

す。この改正が成ると、①従来のような当期

験研究費が、過去３年の試験研究費の平均を

える部分の１００分の５を上乗せ控除できる

度と、②試験研究費が平均売上の１００分の

０を超える部分に特別税額控除割合を乗じた

額を上乗せできる制度、両者を選択適用でき

ようになります。ただし、この部分につき、

期法人税額の１０％が限度とされます。 
 ●今週の一冊         ●タワーの灯  
『華栄の丘』（文春文庫）

宮城谷昌光 著
 古代中国の春秋時代、小国

「宋」は絶えず南の大国「楚」

と北の大国「晋」との圧迫を受

けねばなりませんでした。乱世

にあって国々が詐術・戦争を繰

り返す中、宋の宰相・華元は主

君文公を助け、信義を貫き、つ

いには晋と楚の和睦を実現さ

せます。ひょんなことから宰相

になったり、うっかり敵の捕虜

になったりするなど、思わず吹

き出すシーン満載の一冊です。

司馬遼太郎賞受賞作品。 

いつもお読み頂きありがと

うございます。 

 風邪が流行っているのか、私

も乗り遅れず風邪をひきまし

た。今回は全体の回復は早く済

みましたが、夜中咳が止まらな
ニュースな日々     

当

マイクロソフトの買収提案 
 ソフトウェア最大手マイクロソ

フトが検索大手ヤフーに対する買

収提案で攻勢を強めています。マ

イクロソフトはネット事業での赤

字から脱却できないでおり、ネッ

ト広告事業の「規模」の拡大の重

要性を強調しています。しかし、

競争者グーグルのユーザーを振り

向かせるには検索の使い勝手をよ

くするべき、との指摘も出ていま

す。いずれにしても、技術力強化

など実質的企業努力が望まれま

す。この点につき、アメリカ独禁

当局が関心を示しているのも、も

っともなことだと思います。 
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いなど喉の炎症が長引きまし

た。風邪、お気をつけ下さい。
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